
自己評価集計結果 モニカ保育所

<評価方法>
十分理解できている(十分できている)…◎3点  理解している(できている)…02点  ふつう…▲1点  努力が必要

集計結果

回答人数 30     人

言平 価

I園の基本姿勢について(5項目) 91 44 10 0

383 539 151 0

第2章 保育の内容(33項 目) 348 506 103 0

第3章 健康及び安全(13項 目) 160 163 56 0

第4章 子育て支援(4項 目) 34 60 22 0

第5章 1職員の資質向上 (6項 目) 30 72 54 14

Ⅲ 園独自の取組について(2項 目) 25 27 4

レーダー

Ⅲ 園独自の取組に

ついて(2項 目)

Ⅱ 第4章
職員の資質向上(6項 目)

Ⅱ 第 1章 総則(37項 目)

Ⅱ 第2章
保育の内容 (33項 目)

Ⅱ l第 4章:  ｀

子育て支援 (4項 目〉

Ⅱ 第3章
健康及び安全 (13項 目)

○ 園 の 総 評 ○

園の保育理念である愛のある保育を念頭に、社会性、公平性を保ちながら、園児及び職員への教育及び
指導を行った。園児にはのびのびと子どもらしく、心優しく成長するよう成長を見守った。職員には園児の成
長を促す言動を指導し、併せて、保護者に寄り添い円滑なコミュニケーションの構築に努めた。
園児の個々の成長に合わせた保育の計画と実践、その改善と充実に向けた検討に基づき、教育者としての

資質及び専門性の向上を図ることを職員に課し、最終的に園全体の保育内容の質の向上に努めた。
最後に、園運営として、園児には限られた予算。人員のなかで最大の催事を提供し、園児と保護者の記憶
に残る保育行事を行うことができた。職員の福利厚生についても積極的に取り組み、働きやすく、相談しや
すい環境の整備に尽力した。次年度に向けた課題として、日々の保育に精力的に取り組むなか厳しい状況
ではあるが、園外研修の充実を図り、より質の高い保育提供を目指していきたい。

I 園の基本姿勢について
(5項 目)

R7年 3月実施

◎ ○ ×

正 第1章 総則(37項 目)



保育所の保育のチエツクリスト100

園

名 モニカ保育園
氏

名

クラス R6年度    率且

く評価方法> 十分理解できている (十分できている)・ 0 理解している (できている) O ふつう ・▲ 努力が必要‐× ◎ ○ ▲ ×

I 園の基本姿勢について(5項目)

01 園の保育理念や保育目標を理解 している。
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02 保育理念及び目標と保育所保育指針の関係を理解し、全体的な計画に基づき指導計画を立てている

Q3 子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行つている。

04 入所する子ども等の個人情報を適切に取 り扱 うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めている

05 就業規則などの諸規則を理解し、守り、業務遂行にあたって正確 迅速、かつ、こまめに報告・連絡・相談・確認を実践している

E 保育所保育指針(93項目)

第 1重 鰺則

鰭 2重  保爾の内容

嬌 3筆 健康及び安全

第 48 子商て支援

第 5章  田員の資質向上

第 1章 総則 (3フ項目 )

(1)保 育所の役割

Q6 第 1章総則の 1保育所保育に関する基本原則に記載された保育所の 3つ の役割を知っている。

Q7 第 1草総則の 1保育所保育に関する基本原則による保育士として、子どもを保育するとともに専門性の向上に努めている。

(2)保育の目標

08 保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の6つの目標を目指して行うものであることを知っている。

Q9
保護者の安定した関係に配慮 し、保育所の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に当たっ入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと

ている。

(3)保育の方法

一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握すると
°10 
願いを受け止めるよう留意している。

ともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どものェ体としての思いや

Qll 子どもの生活のリズムを大切にし、健康.安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えている。

Q12 子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応し、子ともの個人差に十分配慮しなから保育している

013 子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするように援助している。

意欲的に関われるような環境を構成 し、子どもの王体的な活動や子ども相互の関わりを大切にし、乳幼児期にヽさわしい体験:が得りれるように、子どもが自発的
Q14 
生活や遊びを通 して総合的に保百をしている。

Q15 -人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮 しながら、様々な機会をとらぇ、適切に援助 している。

(4)保育の環境

016
保育の環境 には、保育士等や子 どもなどの人的環境、施設や遊具などし'物的環境、自然や社会の事象など力'あ り、 こうした人、
どもの生活が豊かなものとなるように環境を構成し、工夫することを知っている。

Q17 第1章総則の1保育所保育に関する基本原則による4つ の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保台している。

(5)保育所の社会的責任

物、場などが相互に関連し合い、子

チェックシート 値

教育・保育理念や日標

保育所としての社会的費任の理解

第 ■章 総則

1 保育所保育に関する基本原則
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2 養護に関する基本的事項

(2)養護に関わるねらい及び内容

ア 生命の保持

020 生命の保持のねらい4点 について知つている。

Q21 生命の保持の内容 4点について知っている。

イ '1青 緒の安定

022 1青 緒の安定のわらい4点 について知っている

023 膚緒の安定の内容 4点について知つている。

(1)全体的な計画の作成

028 指導計画の作成に当たっては、保育指針第 2章及びその他の関連する章に示された事項のほか、子ども一人一人の発達過程や状′′tを 十分に踏まえている。

3歳未満児は、 児 子

Q29 な活動が促されるように配慮 し、異年齢で構成される組やグループでは、一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握 し、適切な援助や:業境構成ができる

を設定している。

031 -日 の生活のリズムや在同時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、活動と休息、緊張感と開放感等の調和を図るよう配慮している

(3)指導計画の展開

Q34 施設長、保育士など、全職員による適切な役割分担と協力体制を整えている。

Q35 子どもが行う具体的な活動は、生活の中で様 に々変化することに留意して、子どもが望ましい方向に同かって自ら活動を展開できるよう必要な援助を行っている。

どに即 して保育の過程を記録するとともに、これりを踏まえ、指導計画に基づく保育の内容の見直しを

(4)保育内容等の評価

Q38 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。

Q39 
保育士等による自己評価I~ユ

エ

る。         
‐Ⅲl'~コ だつては、

(5)評価を踏まえた計画の改善

040
保育の計画に基づく保育、保育の内容の評価、これに基づく改善という一連の取組により、保育の質の向上が図られるよう、全員が共通理解をもって取

(,組 んでい

(1)育みたい資質 .能力

(2)幼児期の終わ りまでに育つてほしい姿

042 幼児教育を行う施設として共有すべき事項として「幼児期の終わりまでに育ってはしい姿」 10項目を知っている。

第 2章 保育の内容 (33項目 )
Q43 第2章保育の内容に示す「ねりい」、「内容」の意味を知っている。

Q44 保育における「養謹」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであることを理解 している。

」ヽ  言十

045 「教育」とは、子どもか鯉やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発連の援助であることを理解している

(1)義護の理念

Q19駆
[環:厖 i身るIlを見言曜 F及

び情識 定を図るために保育士等力行 う援助や関わりであり 保育所にお する保育ば 妾護及び教育を一体的に行

3 保育の計画及び評価

Q24
保育の目標を達成するために. 自園の保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえて、保育の内容が組織的

て総合的に展開されるよ う、全体的な計画を作成することを知っている。

Q25 全体的な計画は、子どもや家庭の状況、地域の実態、保育時間などを考膚 し、子どもの育ちに関する長期的見通しをもっ

Q26
全体的な計画は、保育所保育の全体像を包括的に示すものとし、これに基づく指導計画、保11筆計画、食育計画等を通じ

る 。

計画的に構成され、保育所生活全体を通し

て適切に作成されている.

創意工夫して保育できるよう作成されてい

(2)指 導計画の作成

全体的な計画に基づき.具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通し
Q27 
日々の生活にHOし た短期的な指導計画を作成している。

保育所の生活における子どもの発辻過得を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねぅい及び内容

長時間にわたる保育については、子どもの発,,過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮 して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携などを指導
Q32~‐~ 
計画に位置付けている。
障害のある子どもの保育については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握 し.適切な環境の下で、他の子どもとの生活を通 して共に成長できるよう、

033 
指導計画の中に位置付けている。

4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項

||

る生きる力の基礎を培うため示された保育の目標を踏まえ、保育所として一体的に育むよう努める 1資
~■ ~~l~~

||



(1)基本的事項

Q46 基本的事項としての乳児期の発達について知っている。

Q47 乳児期の領域「三つの視点」について知っている。

(2)ねらい及び内容

048 「健やかに伸び伸びと育つ」の意味.「ねぅい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Q49 「身近な人と気持ちが通じ合う」の意味、「ねりい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

Q50 「身近なものと関わり感性が育つ」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

(3)保育の実施に関わる配慮事項

的な対応を行 っている.

052 -人 一人の子どもの成育歴の道いに留意しつつ、欲求を進切に満たし.特定の保育士が応答的に関わるように努めている。

(1)基本的事項

Q54 基本的事項としての 1歳以上 3歳未満児の発達の内容について知っている。

Q55 1歳 以上3歳未満児の「5領域」について知っている。

(2)ねらい及び内容

056 1歳
'′

上 3歳丼満児の「健康」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知つている。

057 1歳 以上 3歳未満児の「′間関係」の意味、「ね oい」「内容」「内容の取扱い」について知つている

Q58 1歳以上3歳オ満児の「環境」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知つている。

059 1歳 以上 3歳未満児の「言葉」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

060 1歳 以上 3歳未満児の「表現」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている。

(3)保言の実施に関わる配慮事項

061 探索活動が十分にできるように 事欲防止に努めなから活動しやすい環境を整え、全身を使う遊びなど様 な々遊びを取り入れている。

(1)塁本的事項

Q63 基本的事項としての3歳以上児の発達の内容と「5領域」について知っている。

(2)ねらい及び内容

Q64 3歳以上児の融康」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱ぃ」|こついて知っている。

065 3歳以上児の「ソ、間関係」の意味、「ねぅい」「内容」「内容の取扱い」について知っている

066 3歳以上児の「環境」の意味、「ねらい」「内容」「内容の取扱い」について知っている

067 3歳以上児の「言葉」の意味、「わらい」「内容」「内容の取扱い」
`こ

ついて知つている。

Q68 3歳 以上児の「表現」の意味、「わりい」「内容」「内容の取扱い」について知っている

(3)保育の実施に関わる配慮事項

意識的に保育の計画等において位置付けて、実施することか重要であ

(1)保育全般に関わる配慮事項

071 子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助している。

Q72 子どもが自ら周囲に働きかけ、試行錯誤しつつ自分の力で行う活動を見守りながら、適切に援助している。

(2)小学校との連携

うにし、また.

1 乳児保育に関わるねらい及び内容

心身の機能の未熱さに伴う疾病の発生が多いことから、一ノー′.の発育及び発達漱態や健康状態についての適切な判断に基つて保健

その専門性を

2 1歳 以上 3歳未満児の保百に関わるねらい及び内容

Q62
自我が+|′成され、子どもが自分の感情や気持ちに気付くようになる重要な時期であることから、1青緒の安定を図りながら、子どもの自発的な活動を尊重し.促

3歳以上児の保育に関するねらい及び内容

4 保育の実施に関して留意すべき事項
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第 3章 健康及び安全 (■3項目)

(1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握

Q76 子どもの心身の状態に応して保育するために.子 どもの健康状態並びに発育及び発達状態について.定期的 継続的に.

^__ 子どもの心身の状態等を観察 し、不適切な養育の兆候が見っれる場合には、市町村や関係機関と連携 し、児童福祉法第~…
 待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図っている。

(2)健康増進

(3)疾病等への対応

感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡 し.そ の指示に従うとともに、保護者や

Q80

全職員に連絡 し、予防等について協力を求めている。
アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携 し.医師の診断及び指示に基づき、通切な対応を行 うとともに、食物アレルギーに関して.関係機

また、必要に応 |,て 随時、把握している。

25条 に基づき、適切な対応を図っている。虐

Q78 子どもの健康に関する保側計画を全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏また、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めてもヽる。

Q79

Q81

085

086

ど

(1)保育所の特性を生かした食育

Q82

関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであることを知っている。

乳幼児期 |二ふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めて t

保育所における食育は、健康な生活の基本としての 1食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とし 子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に

る。

(2)食育の環境の整備等

子どもが自りの感覚や体験を通して、自然の意みとしての食材や食の循環・環境への意識、調埋する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調埋員等との関わ
083 `,ゃ

(1)環境及び衛生管理

(2)事故防止及び安全対策

保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め.安全対策のために全喘員の共通理解や体制づくりを図るとともに、
~~ 
家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行っている。

事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、プール活動・水逝び中、食事中等の場面では重大事故が発生 しやすいことを踏まえ、子どものェ体的な活動を大切に

な ど

っている

. 
しつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を請している。

保育中の事故の発生に備え、施設内外の危険箇所の点検や訓練を実施するとともに、外部かりの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必

(1)施設・設備等の安全確保

防火設備、避難経路等の安全性が確保 され るよう、定期的にこれ ぅの安全点検を行 う、侑品、

めている。

Q881李:写「 怠里1辱〔I雹[蹂る「
急時の対応の具体的内容及び手順 職員の役割分担 避鞠 |1練計画等こ関する―

アレを作成し 定期的こ選難訓練を実

(3)地域の関係機関等との連携

」ヽ  言十

第 4章 子育て支援 (4項目 )

(1)保育所の特性を生かした子育て支援

08911i:::[:il:T:[::|ァ :I11!:lど
保育士等の専門1生や 子とも力常 こ存在する環境なと 保肯所の特 1生を生力し 保護者力子どもの成長 こ気付き子台ての

(2)子育て支援に関して留意すべき事項

(1)保護者との相互理解

(2)保護者の状況に配慮した個別の支援

090 保護者の状況に配慮 した個別の支援がとられている。

(3)不適切な養育等が疑われる家庭への支援

Q91 不適切な養育等が疑われる家庭への支援が確立されている

(1)地域に開かれた子育て支援

1 子どもの健康支援

2 食育の推進

3 環境及び衛生管理並び に安全管理

4 災書への備え

Q87

1 保育所における子育て支援に関する基本的事項

2 保育所を利用 している保護者に対する子育て支援

3 地域の保護者等に対する子育て支援



Q92

(2)地域の関係機関等との連携

小  計

第 5章 職員の資質向上 (6項目)

(1)保育所職員に求められる専門性

(2)保育の質の向上に向けた組織的な取組

保育所においては.保育の内容等に関する自己評価等を通じて把握 した.保育の質の向上に向けた課題に組織的に対応するため、保育内容の改善や保育士等の役割

Q94 分担の見直し等に取り糸日むとともに、それぞれの職位や職務内容等に応じて、各職員が必要な知識及び技能を身に付けられるよう努めなければなりないことを知っ

(1)施設長の責務と専門性の向上

(2)職員の研修機会の確保等

(1)職場における研修

」哉員が日々の保育実践を通して、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上を図るとともに、保育の課題等への共通理解や協働性を高め、保育所全体として
095 
の質の向上を図っていくために、職場内での研修の充実が図られている。

(2)外部研修の活用

Q96 必要に応じた外部研修への参加機会が確保され、参加している。

(1)体系的な研修計画の作成

アバス等も見掘えて、初任者か

(2)組織内での研修威黒の活用

とともに、保育所における保育の課題を理解 し、その解決を実践できる力を身に付けるこ

の保育

小  計

合  計

Q981111鰍
[(llI「

職員ま 自らの専門1生の向上を図る

(3)研修の実施に関する留意事項

菫  園 独 自の 露縣臼ごつ)いて  前年度のふりかえりと本年度 |こ向けて、保育への取り組み等について自由にこ記入くたさい

R6年度のふりかえり

Q99

0100

R7年 度に向けて

1 職員の資質向上に関する基本的事項

じて、自身の職務内容に応じた専門性を高めるため、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めて

2 施設長の責務

3 職員の研修等

4 研修の実施体制等

Q97
画を作成しなければなぅないことを知っている。


